
災害時の歯科医療救護活に関する協定書

災害時における医療救護活動の万全を期するため、一般社団法人奈良県歯科医師会(以

下甲」という。)と一般社団法人奈良県歯科技ェ士会(以下「乙」という。)は、次のと

おり協定を締結する。

(総則)

第1条この協定は、一般社団法人奈良県歯科医師会防災計画に基づき、甲が災害時に行

う医療救護活動に対する乙の協力に関し、必要な事項を定める。

2前項に規定する災害には、集団的に傷病者が発生する重大な事故(大規模な車両事故、

航空機事故等)を含む。

3乙は会員及び関係団体等に対し、第1条第1項に定める医療救護活動が円滑に行われ

るよう、必要な調整を行う。

(医療救護活動への協力)

第2条甲は、一般社団法人奈良県歯科医師会防災計画に基づき医療救護活動を実施する

必要があると認める場合には、乙に対し、歯科技ェ士の派遣を要請する。.

2乙は、前項の規定により甲から要請を受けた場合は、速やかに歯科技ェ士を、甲に指

定された災害現場等の救護所、救護病院、仮設救護病院, 仮設病棟及び避難所等(以下

「医療救護施設等jという。)に派遣する。

3乙は、災害が発生し、甲と連絡が取れない等の緊急やむを得ない場合には、速やかに

その披害状況について情報収集を行い、その情報により第1条第1項に基づく医療救護

活動実施における補助、協力を実施する必要が認められたときは、乙の判断により乙の

会員を、歯科医師の駐在する医療救護施設等へ派遣する。

4乙は、前項の規定により歯科技工士を派遣した場合には速やかに甲に報告しその承

認を得る。

この場合において、甲が承認した歯科技ェ士の派遣は、甲の要請に基づく歯科技ェ士

の派遣とみなす。

(歯科技ェ士の業務)

第3条歯科医師の指示に基づく歯科技ェ士の業務は、次のとおりとする。

(1)破折・破損義歯等の補綴物の修理

(2)義歯のリソウ’新製

(3)避難所等において義歯の名入れ

(4)その他必要な事項



(歯科&に上に対づる派遣先における桁ル-等)

第4条乙が派遣する技ェヒに対する現場における指ボおよびに療救洛括動の連絡調整は

¦レ町村おおよび医療救遵施設ダの管理者Xは一般社旧法人奈良Iあ阪巧展師会炎害対策本

部木部長が斤う。

(歯すホ技に卜の輸送等)

第0条甲は歯件はェ士の袖送、通仏の硫保及びその他医療救護活動の口滑な実施につい

て必要な措置をぼずる。

海料技ェ上力他,mする振科材料'まについては、ガ該き科技ェ士が携行1るもののほか,

市町村長および医痘救孜施設まの管理者又は一般社レ1¦法人奈良ぬ-歯科医師会災害対策木

部本部長がその供給について必要な措置をおずる。

(扶助金のえ給)

第6条Ayま、災害救助法第8条(救助業務への協力命〈れの規定により、救助に関づ

る業務に從,し、又は協力する占が, これがためにぷン努し, 疾病にかかり.ズは死亡し

た巢をにおいては、災害救助仏第12条(扶助tのえ給)および同法施行令祐]し’条(挟

助念の⑩口)からなぐ1条ひjLプルk助金)のを'めるところにより扶助をが.だ給さわるよ

う努める。

(尖哉允價)

第7条ヂは、乙が救助に関する業務に従事し、又は協力したガに係るものに要する齊m

は、災害救助法第18条(許用の支弁区分)及び、Iポ法施け令第t Iそ(よ費弁債)に
ザじ弁償する。

(協定の適用)

第8をこの協定は、平成2 8年8バ18 FIから、効力をイっする。

2この瘍定の有効期問は、協お締結のUから起算して1年問とガる。

ただし, この協定の存効期問満了の日の1かパ前までに、ボ又は乙から何らの,き思ま

ポのないときは、有効期問満'のUのぜ口から起算して1ギ問この協定は延良さネしモ

の後もまた同煤とする。

(疑義の解決)

第9条この協おに定めの無い♦現ねよびこの協定に閲して疑義がモじたときは、法令の

定めるところによるほか、その都度〒乙協逢して定める。

レ記の協定の成んを証1るため, この協定を2通を作成し、¦.¦¦乙署名キ¦!旧]の上、各S1



通を所持する。
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